
                    

 会議録 

 

会議の名称 平成22年度西東京市国民保護協議会（第1回） 

 

開催日時 平成22年6月29日（火曜日） 14時00分から15時00分まで 

 

開催場所 西東京市役所防災センター 5階 災害対策本部室 

 

出席者 

坂口光治会長、古川俊明委員、大黒寛委員、藤﨑栄二委員（代理 鳥越誘

治）、加藤光章委員、野崎芳昭委員、小室憲彦委員、柏木修一委員、池田

正幸委員、河村誠委員、下田雅男委員、尾崎正男委員、大川強委員、宮寺

勝美委員、金谷正夫委員、坂口基成委員、村田恭男委員、吉田康也委員

（代理 中野氏）、西山潔委員（代理 田口親子）、熊沢邦男委員、渡邊

進委員（代理 大野冬樹）、工藤隆昭委員、玉置肇委員、新倉久市委員、

石井正彦委員、村田利夫委員（代理 望月利将）、鈴木利幸委員、鬼頭弘

二委員 （28名） 

（欠席委員：赤荻一男委員、中井充雄委員、高根和孝委員、矢崎正義委員

堀切基文委員（5名）） 

事務局：保谷、五十嵐、大島、縄 

 

議題 

（1） 西東京市国民保護対策本部及び西東京市緊急対処事態対策本部条

例施行規則の制定について 

（2） 西東京市国民保護計画の一部修正について 

（3） 平成22年度西東京市合同テロ対応訓練について 

（4） その他  

 

会議資料の

名称 

資料1 西東京市国民保護対策本部及び西東京市緊急対処事態対策本部条

例施行規則（案） 

資料2 西東京市国民保護計画の一部修正について 

資料3 平成22年度西東京市合同テロ対応訓練実施概要 

 

記録方法 □全文記録 ■発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録

 

会議内容 

○事務局： 

皆様、本日は大変お忙しいところご出席いただき、誠にありがとうございます。 

定刻でございますので、会議を開催いたしたいと存じます。 

私は、国民保護を担当しております危機管理室特命主幹の保谷と申します。議事に入

るまでの間、進行を努めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

初めに、委嘱状の交付をさせていただきます。西東京市国民保護協議会会長である坂

口市長より、該当いたします委員の方にお渡しいたしますので、恐縮でございますが、

市長がまいりましたら、その場でご起立をお願いします。 

 

（東京ガス株式会社西部支店支店長 西山潔様、西東京市第3区町会自主防災防犯会

鈴木利幸様、けやき並木会 鬼頭弘二様、関東バス株式会社武蔵野営業所所長 堀切基



文様） 

 

委嘱状の交付 

    

これをもって、委嘱状の交付を終了いたします。委員の皆様、よろしくお願いいたし

ます。 

 

配付資料の確認 

 

本日は、所用により4名の委員の皆様がご欠席されております。 

 

（農林水産省関東農政局東京農政事務所食糧部防災倉庫調整官 赤荻一男様、陸上自

衛隊第1後方支援連隊衛生隊長 中井充雄様、関東バス株式会社堀切基文様、郵政事業

株式会社西東京支店長 矢崎正義様） 

 

それでは、最初に西東京市国民保護協議会会長であります坂口西東京市長よりご挨拶

を申し上げます。市長よろしくお願いいたします。 

 

市長あいさつ 

 

本日は、大変蒸し暑い中また、公私共に極めてご多用の中、平成22年度西東京市国民

保護協議会にご出席いただきましたことに対しまして、この場をお借りしまして心から

お礼を申し上げます。 

先ほど、新たに委員としてご協力いただく方々に、委嘱状を交付させていただいたと

ころでございますが、当市の国民保護行政に、前任委員の皆様と同様にご支援、ご協力

を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。 

さて、西東京市国民保護計画は、テロ災害等から約19万5300名の市民の生命・身体・財

産を保護し、被害を最小限とするため、平成19年4月に策定し、現在に至っておりま

す。 

策定以降、本計画に基づく行動は取られていないものの、昨年4月の北朝鮮による飛

翔体発射事案につきましては、テレビ、新聞などの報道により、皆様方の記憶に残って

いるところであると思いますが、本事案につきまして、市といたしましては、情報連絡

態勢の強化を図り対応したところであります。また、既に40年を経過していますが、連

合赤軍によります、よど号ハイジャック事件などがございました。近いところでは、地

下鉄サリン事件、オウム真理教のメンバーによる事件でございますが、指名手配されて

いるメンバーが未だ捕まっていない事案もございます。また、本年11月、横浜におきま

して、アジア太平洋経済協力首脳会議（APEC）が予定されており、国内におけるテロ発

生の危険性も高まっている状況にあります。後ほど話もありますが、警視庁においても

万全の体制をとろうとしております。 

この間、東京都では、英国ロンドン市のテロ対策を参考とし、警視庁が平成20年か

ら、自治体・警察・消防などの行政機関とライフライン事業者、鉄道や運輸事業者、百

貨店協会などの団体、大規模集客施設等、様々な企業・団体などが横断的なネットワー

クを構築し、平素からの情報共有や合同訓練、大規模テロ等発生時における被害の最小

化に向けた協働対処体制の整備など、様々な取り組みを通じたテロに強い首都東京の実

現を目的とした「テロ対策東京パートナーシップ事業」を実施しており、西東京市では

「田無パートナーシップ」に基づき、事業を展開しているところであります。 



後ほど詳細はご報告させますが、来る7月7日（水曜日）西武池袋線保谷駅の北口ロー

タリーを活用し、西東京市、田無警察署、西東京消防署等、関係機関合同のテロ対応訓

練を実施する予定であります。 

最後になりますが、皆様方には、引き続きこれまでの経験を踏まえた貴重なご意見を

頂き、真に実効性のある市民の安全と安心を守る計画とするため、重ねてご協力をお願

い申し上げます。あってはならない事象ではありますが、それらに対して、まったく備

えがないことは問題があります。そのような状況におきまして、合同演習を実施させて

いただく予定でございます。平成22年度西東京市国民保護協議会の開催にあたりまして

の、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局： 

それでは、本日の会議の進め方について、お諮りいたしますが、その前に本年度第1

回目の集まりでありますので、北多摩南部建設事務所長古川利明様から自己紹介をして

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

委員の自己紹介 

 

○事務局： 

ありがとうございました。引き続き、市職員の紹介をさせていただきます。副市長か

ら順にお願いいたします。 

 

委員の自己紹介 

 

○事務局： 

最後に私ども事務局職員を紹介させていただきます。 

 

事務局の自己紹介 

 

なお本年4月1日付けで大島につきましては警視庁から、縄につきましては東京消防庁

から派遣されてまいりました。以上の職員が担当いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

 

次に本協議会の会長ですが、西東京市国民保護協議会条例第4条第1項により、会長は

市長をもって充てることに定められておりますので、以後の進行は会長である市長にお

願いいたします。 

なお、西東京市では、「西東京市市民参加条例」第8条の規定により附属機関等の会

議は公開を原則としております。また、同第9条の規定により会議録を作成し公開する

こととしておりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは会長よろしくお願いいたします。 

 

○会長： 

それでは議事に入りますが、先ほど事務局から説明がありましたとおり、本協議会は

公開を原則としておりますことから傍聴人がいらっしゃれば、これを認めることといた

します。傍聴の届出をされた方は、いらっしゃいますか。 

 

○事務局： 



ございません。  

 

○会長： 

それでは、次第に基づき進行させていただきます。 

まず最初に議事第1「西東京市国民保護対策本部及び西東京市緊急対処事態対策本部

条例施行規則の制定について（案）」を事務局から説明願います。 

 

事務局（資料説明） 

 

○会長： 

資料説明が終わりましたが、何かご質問など、ございませんか。 

   

○会長： 

ご質問等ないようですので、お諮りいたします。「西東京市国民保護対策本部及び西

東京市緊急対処事態対策本部条例施行規則の制定（案）」につきまして、ご異議ござい

ませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○会長： 

ご異議がないようなので、所定の手続きの後、施行するものといたします。 

 

○会長： 

次に議事2「西東京市国民保護計画の一部修正（案）」を事務局から説明願います。 

 

事務局（資料説明） 

 

○会長： 

資料説明が終わりましたが、統計上の数値でございますが、最新のものといっても古

い数値が掲載されています。国勢調査につきましては、5年ごとに実施され、本年実施

します。新しい国勢調査の結果がでましたら、おそらく来年となりますが、再度修正す

ることとなります。因みに、18年1月1日の人口でございますが、18万7157人、先ほど申

し上げましたとおり、現在19万5300人、世帯数につきましても9万世帯を超えておりま

すので、できるだけ直近で得られた数値といたします。 

ご質問など、ございませんか。 

 

○会長： 

ご質問等無いようですので、お諮りいたします。「西東京市国民保護計画の一部修正

（案）」につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

 

異議なし 

 

○会長： 

ご異議がないようなので、所要の修正をすることといたします。 

 

○会長： 



次に議事3「平成22年度西東京市合同テロ対応訓練について」を事務局から説明願い

ます。 

 

事務局（資料説明） 

 

○会長： 

資料説明が終わりましたが、何かご質問など、ございませんか。 

なお、本日は田無警察署及び西東京消防署からも出席していただいておりますから、

説明がございましたらお願いいたします。 

 

○委員： 

防犯協会、関係行政機関のみならずテロ対策を推進していくうえで連携が欠かせない

団体等の方々と様々な活動を通じ、テロを許さない街づくりを目指し、推進しておりま

す。 

 

○会長： 

北朝鮮などの動向もありますが、かつての連合赤軍の事件など、様々な団体が様々な

思惑をもってテロなどを行っております。APECになると、世界の多くの団体がそれぞれ

行動を起こすと思われます。 

 諸外国に行くと、日本は安心安全が保たれている社会であると言われておりますが、

いつ何時でも対処できるように心の準備を行政、関係機関も含め持っておくことが大切

であります。 

 このようなことから、7月7日の訓練につきましては、関係機関のご理解とご協力をお

願いいたします。 

 何か補足はございませんか。 

 

○事務局： 

ご近所の方々にお配りするチラシにも記載しておりますが、訓練開催中、交通規制を

かけさせていただきます。 

 7月7日午前9時から11時30分までの間、保谷駅北口ロータリーの西側半分及び駅に向

かう道路の西側半分を規制いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

○会長： 

昨年こもれびホールで実施した訓練は、物々しい普段見たことのない防護服など装備

資器材での活動でありましたが、訓練を実施するにあたり、市民の方々がびっくりする

ことがあるかもしれません。今回の訓練が様々な機関の協力を得て実施することから効

果的な訓練となるよう、事務局にあっては、市民の周知、効果的な広報を実施してもら

いたい。 

 

ご質問など、ございませんか。 

   

○会長： 

ご質問等無いようですので、お諮りいたします。「平成22年度西東京市合同テロ対応

訓練について」につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

 

異議なし 



 

○会長： 

ご異議がないようなので、事務局（案）のとおり実施することといたします。 

 

○会長： 

その他、お気づきのことがございましたら、後日でも結構ですので事務局までお寄せ

いただければ幸いに存じます。その他、事務局で何かあればお願いします。 

 

○事務局： 

先ほどご説明いたしましたとおり、西東京市国民保護計画の一部修正（案）につきま

しては、決定後に遅滞無く委員の皆様に差し替え資料として送付させていただきたいと

考えておりますので、お配りしておりますファイルの差し替えをお願いいたします。 

ご意見若しくはお気づきの点がございましたら、事務局までお知らせいただければと

存じます。また、事務局の連絡先を次第に掲載させていただいております。本日の議題

にかかわらず、ご意見等ございましたら、こちらで承ります。 

よろしくお願いいたします。 

 

○会長： 

今後とも、「市民が安心できるまちづくり」のために、皆様のご理解、お力添えをよ

ろしくお願いいたします。スムーズな議事進行にご協力いただき、ありがとうございま

した。 

 

○事務局： 

会長ありがとうございました。これにて、本日の西東京市国民保護協議会を閉会とい

たします。 

 

閉会 

 

 


